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認知症施策推進基本計画の基本的施策の方向性（案）について（意見） 

認知症本人大使「希望大使」  春 原 治 子 

第４回資料を拝見し、認知症施策推進基本計画の策定にあたって、以下のとおり意

見を申し上げます。 

１．地元で本人と一緒に考え、共にすすめる環境づくりを 

私はこれまで、本人としてこの会議に出席してまいりました。 

大きな会議ですので、会議の内容はボリュームがあり、そのうえ、私にとっては大変なスピー

ドで進行していきますので、考えているうちに先へ先へと行ってしまいます。そのため、会議中

は私の脳は全くついていくことが難しいと感じております。 

私の体験から、認知症の人が安心して話せる一番の環境はオレンジサロンのような本人同

士の集まりです。そこではゆっくり聴くことを心がけています。家族やケアマネから、この人は「も

う話さない」と紹介された方も、笑顔でお話されます。気持ちが分かり合えるので、家族にも気

兼ねなく、お互い安心して話したい事を話すことが出来ます。 

また、現在、地元で地域づくりセミナーの運営委員や幼稚園の評議員などをしています。み

なさん、認知症の理解をされていますので、安心して会議に参加できています。 

・一人ひとりの状態は異なると思いますので、地域で皆さんの理解を得ていくには、何事も本

人と一緒に考えていくことが必要だと思います。 

この度の施策（案）により、地元のサポーター養成講座や、自治会のような身近なところでの

本人の参画で、共に考える体験が増えることにより、本人理解がすすみ、本人が発信しやすい

配慮もすこしずつ育っていくと思います。 

２．バリアフリー化には、継続して伴奏してくれるパートナーが必要 

・最近、地元自治会では、民生委員や福祉推進委員とも連携して、認知症の人が安心して

暮らすためのボランティア組織「ホタルの会」が発足しました。 

一人ひとりに担当が決まっています。ピンポイントで単に支えるだけでなく、共に歩む伴走者

として身近にいてくれる存在です。認知症になる前から本人を良く知っているので、症状が進

行しても、安心して暮らしていくことが出来ます。 

３．介護保険サービス利用になっても地域でつながるように 

・地域包括支援センターに相談して、その先介護保険サービス利用となると、即、地域との

つながりが切れてしまう方が増えています。個人情報ということで、地元の支え合い組織も機能

しなくなってしまっています。そのようなことが起きないように、地域包括支援センターや担当の

事業所のケアマネさんの理解をお願いします。 
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第 4回 内閣府 認知症施策推進関係者会議に向けて 戸上 守 

第 1回から続く認知症施策推進関係者会議の中で、藤田和子委員が何度も伝えてきた「新し
い認知症観」がどの様なものであるか分からないまま会議は進み、参加されている委員も
「新しい認知症観」と言うものがどのようなものかイメージ出来ないまま現在に至っている
のではないでしょうか？ 
今回の認知症施策推進関係者会議において、この「新しい認知症観」を委員全員が共通認識
することから始めなければならないと私は考えます。 

各界の有識者が集まり、その方々から見た断片的な意見を取りまとめても、ツギハギ感が否
めなく、押並べた時の優先順位も曖昧なものになってしまう懸念が残ります。 

今一度この国に暮らす認知症当事者が認知症でない国民と一緒に暮らしていくには何が必
要かを、この認知症施策推進関係者会議でブラッシュアップしていく必要があると思います。 

その中で基本法の根幹となる考え方として最も重要になるのが、先にも触れた藤田和子委
員の言われる「新しい認知症観」であり、その言葉がどの様な意味を持つのかを、国民、各
都道府県、市区町村に知らせなければなりません。 

「新しい認知症観」がこの国の細部にまで行き渡る事で、認知症当事者の「したい事」に耳
を傾け、ケアマネージャーの作成するケアプランのニーズや目標には認知症当事者の「した
い事」が位置付けられ、治療やリハビリテーションさえもが認知症当事者の「したい事」を
実現する為の手段である事が明白になる事でしょう。 

それでは「新しい認知症観」、それはいったいどのようなものなのでしょうか？ 

私は今回の認知症施策推進関係者会議の中で、認知症当事者を中心に各委員が「新しい認知
症観」とはどのようなものかを、明らかにする必要があると思う次第です。 
「新しい認知症観とはこういうものである」「新しい認知症観はこのようにあるべき」と言
う意見をお持ちの委員にはそれを発表していただき、定義とまではいかなくても「新しい認
知症観」を委員皆で確認し合えるものにすることから始めないと、認知症施策推進基本計画
を都道府県、市区町村を通して国民にまで浸透させるのは困難だと察します。 

皆さんで「新しい認知症観」とはどのようなものか？意見を出し合ってみませんか？ 
意見を出す際に、「認知症と共に生きる希望宣言」をご一読いただき、参考にしていただけ
れば幸いです。 
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「どこでもオレンジドア」の帰り、認知症ピアサポーター、家族、行政（県・市）と！ 

テニスコートで認知症当事者さんへのピアサポート活動をする認知症ピアサポーターと大分市
認知症地域支援推進員と認知症ピアサポート活動コーディネーター
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認知症施策推進基本計画（素案）:　素案の全体構成と提案

一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ　代表理事　藤田和子

提案内容 具体案

2 基本法の成立を踏まえた認知症施策の新たな展
開

「新たな展開」が非常に重要。
単にいままでの繰り返しや延長
ではなく、新しいステージに入る
こと、この計画のオリジナルな
位置づけを自治体担当者や国
民に、より明確に伝えてほし
い。

2 共生社会の実現の推進

2 誰もが認知症になり得る

3 「新しい認知症観」に立つ （５行目を修正） ・・・認知症とともに希望を持って生きることができるという考
え方（以下「新しい認知症観」・・・

3 認知症の人や家族等とともに施策を立案、実施、
評価する

（２行目を修正）
（３行目に追加）

・・・その個性と能力を十分発揮する存在としてとらえ、・・・
認知症の人の経験や工夫を活かし、認知症施策の立案の
段階・・・

4 多様な関係者が連携し、認知症の人の地域生活
継続のために面的に協働する

4 認知症施策のあゆみ

6 基本法の概要

6 基本計画の位置づけ

6 計画期間 「～計画開始時期から5年目を
目途に見直しの検討を開始す
るものとする」とあるが、見直し
を5年後にしっかりと行うために
は、5年後に開始するのではな
く、期間中に本人、家族、有識
者らが年に最低1回は会って、
計画推進上の課題等を話し合
う積み上げが必要だと思う。

～計画開始時期から5年目を目途に見直しの検討を行う。
なお、その間のよりよい推進及び5年目の適切な見直しに
つなげるために、最低年1回程度、本人、家族、有識者が計
画推進上の課題等を話し合う会議を開催するものとする。

頁 大項目 中項目 小項目
提案事項

Ⅰ
基本計画
について

前文

1/3
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提案内容 具体案
頁 大項目 中項目 小項目

提案事項

7 基本理念に基づく取組の推進

8 認知症施策における基本的施策等の推進 ○の４つ目
「・・・規定した施策を中心に取り
組むとともに」という一文に「創
意工夫しながら」という一語をい
れていただきたい。
自治体が基本的施策を、上か
らおろされたまま、こなせばい
い、やらされている、となってし
まわないように。

「・・・規定した施策を中心に、創意工夫しながら取り組むと
ともに」

9 Ⅲ
基本的施策

具体的な提案箇所あり ※整理して後日提出予定※

基本的方向性が、理念に続い
てこの項目のみだと、前文や基
本的理念に記載されいる重要
事項が、読み流されてしまうの
では？

この項目を「基本方針」という名
目とし、今後、自治体や国民、
専門職、企業等、すべての人た
ちが、何をする場合でも同じ方
向に向けて取組んでいくための
方針を、コンパクトに明示できる
といいのでは。
計画の説明や浸透、実行が着
実に進むようになると思う。

基本方針
目的の達成にむけて、すべての施策・取組を進める際に立
場や職種を超えて、基本方針を共有して進める。

①自分事として考え、ともに暮らしやすい社会を共創する
誰もが認知症になりうる、立場や職種を超えて、みんなが
自分ごととして認知症を考え、イノベーションをともに生み出
す。
②「新しい認知症観」に立つ
認知症の人は基本的人権を有する個人であり、個性と能力
を発揮しながら望む暮らしを地域の中で継続しながら、希
望をもって生きることができるという考え方（新しい認知症
観）にもとづいてすべての施策・取組を進める。
③認知症の人の発信・意向を重視した自分らしい暮らしの
継続
すべての施策・取組みは本人を起点とする。本人の発信・
意向を重視しながら、地域の中で自分らしい暮らしの継続
を図る。これを通じて、家族等も自分らしい暮らしの継続を
を図る。
④参画・対話をもとに、創りつづけるプロセスを重視
認知症の人や家族等とともに施策‣取組を立案、実施、評価
する

Ⅱ
基本的な方向
性 認知症の人や家族等が地域で自分らしく生活で

きるようにする
8
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提案内容 具体案
頁 大項目 中項目 小項目

提案事項

10 重点目標の基本的な考え方 第1期の重点目標が示された4
点でいいのか？
2期目移行も見据えて、もう少し
検討が必要では。

※整理して後日提出予定※

10 関連指標の基本的な考え方

11 関連指標の活用

15 国における推進体制

15 都道府県・市町村における計画作成及び推進体
制

○の５つ目
「…その取組みに対する理念に
ついても」
→理念だけ伝えても、抽象的で
中身が伴いにくい。
理念を具体化するための計画
策定や実行になるよう、上記で
提案した「基本方針」もしっかり
と伝えてほしい。

「その取組の理念と基本方針についても」

15 国と地方公共団体との連携 「国は、・・・参考となる取組を共
有するなどきめ細やかな支援」
は重要。
同時に、自治体によって、より
地域にあった取組を本人らとと
もに無理や無駄なく進めていけ
るための自由度の高い取組を
進めていける後押しをしていた
だきたい。

「国は、・・・参考となる取組を共有するなどきめ細やかな支
援を行うとともに、地域にあった自由度の高い取組を本人ら
とともに進めていく支援を行う。

16 都道府県及び市町村の関係部局相互間の連携

16 関係者の意見を反映させる仕組みの整備

16 他の計画との関係

17 ２．基本
計画の
見直しに
ついて

計画期間について、上記※

Ⅴ
推進体制等

１．都道
府県計
画・市町
村計画
の策定
等につい
て

Ⅳ
重点目標等

3/3
9



2024.6.20

100BLG Inc.

10



100BLG Inc.

100BLG Inc.

11



12


	目次
	本体のみ
	01_柴口委員
	02_春原委員
	03_戸上委員
	04_藤田委員
	基本法構成と提案

	05_前田委員




